
 

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会 

規約 

 

（名 称） 

第１条 本委員会は、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」（以

下、「委員会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 気候変動に伴う海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影

響及びこれまでの海岸保全の取組を踏まえつつ、今後の海岸保全のあり方や

海岸保全の前提となる外力の考え方、気候変動を踏まえた整備手法等につい

て検討を行うことを目的とする。 

 

（委員会） 

第３条 委員会は、別表に掲げる有識者等で構成する。 

第４条 委員会に属する委員のうちから、座長を置く。 

２  座長は、委員会の議事を整理する。 

３  座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席

してその意見を述べる又は説明を行うことを求めることができる。 

４  委員会配付資料は 、国土交通省ウェブサイトに公開することを原則とす

る。ただし、座長の判断により非公開とすることができる。 

５  委員会における議事要旨については、委員会終了後速やかに作成し、あら

かじめ座長に確認の上、国土交通省ウェブサイトに公開するものとする。 

 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、国土交通省水管理・国土保全局海岸室に置く。 

２ 事務局は、会議の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 

 

（附則） 

第７条 この規約は、令和元年 10 月 2 日から施行する。 
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